
山形県の子育て環境の優位性をアピールし、山形県⺠も、そして県外の⼈も、
「幸せな育ち、幸せな暮らし」を実感できる「子育てするなら山形県」の実現に向けて

令和４年度当初予算 しあわせ子育て応援部における主要施策の体系

互いを認め合い、共に助け合い、誰もが希望する生き方で輝ける社会の実現に向けて
５ 男女共同参画とワーク・ライフ・バランスの推進

(3)ワーク・ライフ・バランスの取組強化
○ 「やまがたイクボス同盟」の活動による企業経営層の意識改革のための「トップセミナー」の開催や企業の取組みの共有・発信
○ 男性の育児休業取得促進に向けた機運醸成及び男性の家事・育児等の参画に関する講座の開催

(2)男女共同参画の推進

☆ 男女共同参画の視点に配慮した表現を促すための啓発リーフレットの作成

○ 男女共同参画推進員による出前講座の開催

○ 「山形県男女共同参画センター チェリア」における研修、団体活動支援、相談、情報提供等の実施

(1)子育て家庭等への経済的支援

�☆ 特定不妊治療の医療保険適用（Ｒ４．４～）により生じる自己負担の一部への支援
○ 出産費用負担軽減のための「出産支援給付金」の給付、０～２歳児の保育料無償化に向けた段階的負担軽減
○ 多子世帯及び低所得世帯における保育所等及び放課後児童クラブ利用料の負担軽減
○ 子育て支援医療給付事業や未熟児養育医療給付事業等への助成、小児慢性特定疾病児童等に対する医療給付

(2)安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり

�☆ 無料で授乳室等を利用できる「赤ちゃんほっと�ステーション」の登録、設置促進
�☆ 子育てに取り組むパパのためのガイドブックやウェブコンテンツを作成する「やまがたパパ＋（プラス）事業」の実施
☆ 男性の育休取得対象者のための家事・育児参画セミナーの開催
○ 妊娠から出産、子育てに関する支援情報等を総合的に提供する子育て応援サイトの運営等による県内外への情報発信
○ 母子保健コーディネーターの養成及び子育て世代包括支援センターの運営支援
○ 妊娠・出産・育児等に関する相談・支援、未熟児や小児慢性特定疾病児童等に対する支援

１ 幸せな子育て環境の整備・子育て支援強化

令 和 ４ 年 ２ 月
しあわせ子育て応援部

(1)出会いから結婚までの継続的かつ総合的な支援

☆ やまがたハッピーサポートセンターへのＡＩマッチングシステムの導入、やまがた縁結びたい等の伴走型支援による結婚支援強化
�○ ＳＮＳを活用した結婚・結婚式の素晴らしさのＰＲや結婚を祝福するお祝い品の贈呈
○ 新婚世帯に対する新生活支援

(2) 結婚観・家庭観の醸成のための将来を見据えたライフデザイン形成支援

○ 高校生や大学生等を対象としたライフデザインを考える機会の提供など若者の結婚観・家庭観の醸成

２ 結婚支援の充実・強化

(4)地域で支える子育て支援の充実

○ 「山形みんなで子育て応援団」による県民総ぐるみの子育て応援の推進、「やまがた子育て応援サイト」による情報発信
○ やまがた子育て応援パスポートや子育てタクシーなど、地域や企業の参画によるパパ・ママ応援の環境づくりの推進
☆ 未就学児が魅力ある地域資源に触れ郷土愛を育む「すごいな！山形わくわく体験モデル事業」の実施

凡例：☆新規 ◎拡充 ○継続 �「山形しあわせ�LIFE応援プログラム」

結婚・妊娠・子育てそれぞれのステージで「山形しあわせ�LIFE」を

満喫できるよう実施する施策プログラム

(3)保育サービス等の充実

☆ 保育士・幼稚園教諭等の処遇改善
◎ 保育士修学資金や潜在保育士就職準備金の貸付、県外保育士養成校生への就職ガイダンスの開催、保育士登録簿を

活用した人材の掘り起こし、保育士・保育現場の魅力発信等による保育人材確保のための取組強化
○ 保育士等の業務負担軽減のための園務改善システム導入支援やICT導入セミナーの開催、保育補助者雇用経費への助成
○ ０～２歳児の保育料無償化に向けた段階的負担軽減に伴う保育士確保の緊急支援
○ 認定こども園、保育所、私立幼稚園、放課後児童クラブ等の整備・運営等への助成
○ ファミリー・サポート・センター事業や一時預かり事業、延長保育事業、病児・病後児保育事業等による多様な保育ニーズへの対応

�☆ ベビーシッター制度の理解を促進するための情報発信

(2)子ども・若者の健やかな育成と自立の促進

○ 「大人が変われば子どもも変わる」県民運動による青少年の健全育成のための取組みの推進

○ いじめ・非行の防止・根絶に向けた「“いじめ・非行をなくそう”やまがた県民運動」の展開

(1)未来を拓く子ども・若者の応援

◎ 「若者支援コンシェルジュ」等による若者活動への支援や、若者の取組事例に関する情報発信の強化

○ 「やまがた若者応援大使」による、県内若者の活躍や山形暮らしの魅力の県内外への発信

(3)ひきこもり等の子ども・若者が安心して生活できる体制の充実・強化

○ ＮＰＯ等と連携した社会生活を円滑に営む上で困難を有する若者や家族のための相談支援拠点の運営

４ 若者が活躍できる環境づくりの推進

(1)ひとり親家庭への総合的支援と貧困の世代間連鎖を防止するための支援の充実

○ ひとり親家庭応援センターにおける市町村等関係機関と連携した総合的な相談・支援

☆ 就労に取り組むひとり親世帯に対する住居資金の償還免除付き無利子貸付

○ 就職に有利な資格取得を目指すひとり親家庭の親に対する養成機関への入学から就職までの切れ目のない支援

○ 父母の離婚により別居している子どもと親の面会交流支援

○ ひとり親家庭の県外からの移住促進と、安定し自立した生活を送るための住まい・生活から就労までの一体的な支援

○ 子ども食堂等に取り組む団体に対する運営支援と相談・支援体制の整備による子どもの居場所づくりの推進

(2)保護や支援を要する子どもの養育環境の整備

☆ ＡＩ機能一体型の児童相談所業務支援システムの導入による児童虐待対応の強化

☆ 虐待防止のためのＳＮＳを活用した相談の実施

☆ ヤングケアラーの発見・支援に関する研修の実施

○ 児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応から適切な保護指導、アフターケアに至るまでの切れ目のない対策の推進、

里親支援、児童相談所の体制強化など、社会的養護体制の充実強化

○ 県立児童自立支援施設「朝日学園」の改築整備

◎ 里親制度の普及啓発、里親養成のための研修の実施、里親への養育支援の実施

○ 幼稚園や児童館等における障がい児の受入れに対する助成

(1)女性活躍の推進

○ 「女性活躍前進懇話会」の開催

◎ 「オンライン100人女子会」による女性の定着・回帰に向けたオンラインでの意見交換や、ＳＮＳを活用した山形で暮らし

働く女性のロールモデルの発信

○ 働く女性の意欲・実践力の醸成のための異業種交流会の開催

○ マザーズジョブサポート山形・庄内における女性の就労や、仕事と子育ての両立などに関するワンストップ支援の実施、

各種セミナーの開催

〇 コロナ禍で不安や悩みを抱える女性に対する相談機能の強化やピアサポート（支え合い）、生理用品の無償提供の実施

３ 困難を有する子どもや家庭等に対する支援の充実・強化
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山形県青少年健全育成条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

 

（定義） 

 

（定義） 

第３条 （略） 

 （１）青少年 18歳未満の者（婚姻により成年に達

したものとみなされる者を除く。）をいう。 

 

  

第３条 （略） 

 （１）青少年 18歳未満の者をいう。 

  

 


